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─ 非訟，国際民事訴訟及び判決執行手続の概説 ― 
 

立命館大学大学院法務研究科教授 
弁護士  酒 井   一 

 

本稿では，第５部民事非訟事件，第６部外国判決及び外国仲裁判断の承認・執行，第７部

民事判決の執行及び第９部国際民事訴訟と司法共助に関する諸規定を条文に沿った形で概観

し，紹介したい。 

 

第５部 民事非訟事件の解決手続 

第５部では，非訟事件に関する手続が規定されている。第５部の冒頭に総則規定（第２０

章３１１条～第３１８条）を置き，適用範囲，期日，裁判などに関する通則を定める。各論

として，行為無能力・制限行為能力の宣告（第２１章３１９条～３２３条），不在者の捜索手続

（第２２章３２４条～３２９条），失踪宣告手続（第２３章３３０条～３３４条），死亡宣告

手続（第２４章３３５条～３３９条）及び国内仲裁手続に対する関与手続（第２５章３４０

条～３４１条）に関する規律を配する。総則規定とは別に各章においても，申立て，期日及

び裁判の効果に関する規定が置かれている。続いて，第２５章に，国内商事仲裁に関する規

定があり，管轄と仲裁法の規定に従うべき旨が規定されている。 

 

１．総則規定（第２０章） 

（１）ベトナムにおいては，民事事件及び民事非訟事件が裁判所の管轄に属するものと規

定されている（２１条）。これを受けて，本章が民事非訟事件の範囲を規定する。すな

わち，民事非訟事件とは，当事者間に紛争はないが，民事・家事・商事・労働に関する

権利・義務の根拠となる法律事実の承認又は不承認に関する事件をいうものとされる

（３１１条後段）。この定義からすると，我が国でいう真正争訟事件は，ベトナムの民

事非訟事件の範囲から除外されることになろう。 

ベトナム民事訴訟法（以下，単に「民事訴訟法」という場合，ベトナム民事訴訟法を

指す。また，特に断らない限り，条文数もベトナム民事訴訟法のそれである。）第２

６条は，行為能力喪失及び制限の宣告（１号），不在者の捜索及び財産管理の宣告（２

号），失踪宣告（３号），死亡宣告（４号）その他を非訟事件と規定し，婚姻家族関係の

非訟事件として，婚姻取消し（２８条１号），財産分与事件（同条２号），親権者変更（同

条３号），親権の制限（同条４号），養子縁組解消（同条５号）等を挙げ，それ以外にも，

仲裁その他に関する商事非訟事件（３０条１，４項）及び労働非訟事件（３２条）があ

ることを規定する。後２者は，我が国では家事審判事件及び労働審判事件に属する事件

類型である。ベトナムでは，外国判決の承認・執行（２６条５号，２８条６号及び３１

条１号）や外国労働仲裁判断の承認・執行（３１条２号）もまた非訟事件の範疇にある

ものと規定されている。これに対して，我が国では外国判決の承認・執行は訴訟事件と
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捉えられており，対照的である。 

非訟事件に関する総則手続である第２０章は，非訟事件のうち，外国判決及び仲裁判

断の承認・執行に関する事件を除き，適用されることが予定されている（３１１条前段）。 

（２）裁判所に対する申立ては書面によることが必要とされ（書面主義，３１２条），申立

書には裁判所，関係人その他を記載しなければならず（同条２項），申立てを根拠づけ

る証拠を添付しなければならない（同条３項）。 

（３）第５部が規律の対象とする非訟事件は単独裁判官によって解決される（５５条２項）

が，決定に対する控訴及び異議は３名の合議体によって解決される（同条１項）。改正

点のひとつである。 

（４）期日は公開される（３１３条１項）。検察院の関与が規定され，裁判所は，事件記録

を検察院へ送付するものとされている。期日には，検察官の立会いが必要とされ，検察

官が欠席した場合には期日が延期される（同条２項）。期日に当事者が欠席した場合に

は，期日が延期されるのを原則とするが，当事者の申立てがある場合には，裁判所は期

日を実施することができる（同条３項）。当事者が２度欠席すると，裁判所は，当事者

が申立てを取下げたものとみなす決定をすることができるが，取下げにより再度の申立

ては妨げられない。 

（５）決定には，関係人のほか，主文及び理由等が示されなければならない（３１５条１

項）。決定は，関係人のほか，検察院，執行機関に送達される（同条２項）。 

決定に対しては，申立人及び関係人は，決定の日から７日以内に控訴することができ，

検察は異議を申立てる権限を有する（３１６，３１７条）。当事者が期日に欠席した場

合には，当事者が決定の送達を受けるか，告知又は掲示された日から控訴期日は起算さ

れるが，不可抗力により控訴期間を遵守できなかった場合，不可抗力が存在した間は控

訴期間から控除される（３５８条１項，３７２条１項）。 

 

２．行為能力の喪失・制限（第２１章） 

（１）人が自己の行為を認識し，制御することができない精神病その他の病気を患ってい

る場合には，その者の行為能力の喪失が宣告され，薬物・興奮剤の中毒になっている者

に対しては，行為能力の制限が宣告される（３１９条３，４項）。３１９条３，４項は，

行為無能力又は制限能力を宣言する要件を規定する実体規定である。申立権は，利害関

係を有する者に限らず，関連諸機関・組織にも認められている（同条１項）。 

（２）申立書の提出後３０日以内の期間での準備期間が規定されており，準備期間終了後

１５日以内に期日が開かれなければならない（３２０条１，４項）。準備期間中に裁判

所は，関係人の請求により，被申立人の健康状態を検査することができる（同条２項）。

この場合，裁判所は，検査結果を待って，期日を開くことができる。 

（３）制限無能力の宣言をする場合，裁判所は，法定代理人を指定し，代理権の範囲を定め

なければならない（３２１条２項後段）。無能力を宣言する場合について，民事訴訟法に

規定はないが，代理人及び代理権については，民法の規定に従って定まるものとされる。 
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（４）行為能力喪失・制限の宣告をされた者が能力を回復した場合，能力喪失・制限の決

定の取消しを申立てることができ（３２２条），その手続は，行為能力喪失・制限の宣

告手続に準じる（３２３条）。 

 

３．不在者の捜索通知（第２２章） 

（１）利害関係人は，住所に６か月以上不在である者に対し捜索通知を発付し，不在者の

財産管理のための措置を取ることを裁判所に申立てることができる（３２４条）。 

（２）申立書には，６か月間不在であることの証拠を添付しなければならず（３２４条３

項），財産管理の措置を申立てる場合には，申立人は，不在者の財産状況，財産の管理

に関する書類及び親族の一覧表を添付しなければならない（同項）。 

（３）申立書が受理されて２０日間の準備期間を経て，期日の開始決定がなされるが，期

日は開始決定から１０日以内に開かれなければならない（３２５条）。 

（４）捜索に関する通知の告知は，中央の日刊紙に３回連続して掲載し，かつ，中央のラ

ジオ局又はテレビ局で３日連続して３回放送される（３２８条１項）。 

（５）捜索に関する通知の決定は，被捜索者が帰還した場合には，自動的に失効する

（３２９条）。 

 

４．失踪宣告 

（１）失踪宣告の申立てに際しては，失踪者が２年以上連続して不在で，その生存又は死

亡に関する信頼できる情報がないこと，及び，申立人が十分な捜索通知の措置を採った

ことの証拠を添付しなければならない。前章の不在者の捜索に関する通知が発せられた

場合には，その謄本が添付されなければならない（３３０条３項）。 

（２）裁判所は，申立書の受理後２０日以内に捜索に関する通知を発する（３３１条１項）。

捜索通知期間は，最初の通知公開日又は放送日から４か月である（同条２項）。失踪者

が帰還した場合にも，その申し出をもって手続は終了する（同条３項）。 

（３）捜索通知期間満了後１５日以内に期日が開かれ，失踪宣告が下される。失踪宣告が

下される場合に，申立てにより，民法の規定に従って，失踪者の財産管理に関する特別

措置が採られる（３３２条）。 

（４）失踪者が帰還するか，生存の確実な情報がある場合，失踪宣告が取消される（３３３

条１項）。取消しの申立てに際しては，証拠の添付が必要とされる（３３３条３項）。 

 

５．死亡宣告 

（１）利害関係人は，民法の規定に従い（民法９１条），死亡宣告を申立てることができる。

申立書が受理されて３０日を超えない期間において準備がなされ，期日決定が発せられ，

決定の日から１０日以内に期日が開かれなければならない（３３６条）。 

（２）死亡宣告は，捜索に関する通知なしに発せられる。 

（３）死亡の宣告を受けた者が生存していることが確認された場合，死亡宣告は取消される

（３３８条）。申立書受理から１５日以内に期日が開かれ，決定が下される（３３９条）。 
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６．商事非訟 

商事非訟事件として，ベトナム商事仲裁に関する事件が規定されており，仲裁人の指名・

変更，保全処分，仲裁判断の取消しその他を挙げる（３４０条）。 

 

７．改正点と解釈に委ねられる問題 

民事訴訟解決手続に関する国会令では，戸籍登録等に関する不服申立て，投票任命簿の

記載に関する不服申立て及び報道機関に対する名誉毀損に関する不服申立てをも非訟事件

に含めていた。民事訴訟法の草案段階では，これら行政事件あるいは民事訴訟事件の範疇

に含まれるべき事件類型が依然として非訟事件として列挙されていた。しかし，最終的に

は，上記の５つに整理されることになった。 

手続に関しても，各章で繰り返し詳細な手続規定を置くことをやめ，冒頭に総則規定を

配することにより，規定が整理されている。 

第２１章から第２５章まで類型ごとの各論的手続規定を置いているが，家族関係事件及

び労働事件に関する規定が欠けており，総則規定だけで対応することになる。 

残された解釈あるいは運用上の問題としては，例えば離婚訴訟に付随して親権者の指定

が行われる場合のように，訴訟事件と非訟事件の異なった性質の手続が併合して処理でき

るのかどうかである。我が国では，人事訴訟法１７条や３２条で相応の手当がなされてい

るが，ベトナム民事訴訟法では規定が見当たらない。また，協議離婚手続は非訟事件のひ

とつとされるが，協議が整わなかった場合，訴訟に移行するのであろうか。理論的には，

非訟事件を終結し，離婚訴訟を提起すべきことになろうか。 

将来の課題としては，民法の改正規定との調整である。例えば，無能力者の代理人や不

在者の財産管理に関する規律について，規定の棲み分けをも考慮しつつ，実体法の諸規定

と整合性を保つよう，再度部分的改正がなされる必要がある場合もあろう。また，仲裁に

関して，国内仲裁と国際仲裁で，民事訴訟法と仲裁法で分けて規律するが，できるだけ統

一した規定を持つのが望ましいであろう。 

 

 

第６部 外国裁判所の民事判決又は決定，外国仲裁判断の承認及びベトナムにおける執行

手続 

第６部は，外国判決及び仲裁判断の承認・執行に関する規定を置く。承認・執行の対象と

なる外国判決には，民事・家事及び商事判決のほか，刑事訴訟手続の付帯私訴手続において

下された判決も含まれる（３４２条）。 

特徴的であるのは，外国仲裁判断の範囲である。前提となるのは，仲裁判断の承認・執行

に関しては，民事訴訟法及び仲裁法が，それぞれに規律することである。すなわち，外国仲

裁判断の承認・執行についての規定は民事訴訟法に置かれ，国内仲裁に関しては仲裁法が規

定する。民事訴訟法が承認・執行の対象とする外国仲裁判断とは，外国で言渡しがなされる

か，または，外国仲裁人が下した仲裁判断をいうものとされる（３４２条）。 
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１．法源と管轄 

承認・執行の法源としては，条約及び民事訴訟法がある。条約がなくとも，外国がベト

ナムの判決を承認・執行する場合，「相互性の原則に基づいて」ベトナムもまた当該外国の

判決を承認・執行する（３４３条３項）。 

承認・執行の申立てに関しては，債務者が個人であるならば債務者の住所又は就業場所

がベトナムにある場合，団体であるならば債務者の本店がベトナムにある場合，若しく

は，債務者の財産がベトナムに存在する場合に，ベトナムの管轄権が認められる（３４４

条１項）。財産の所在の有無は，申立て時を基準として判断される（同条２項）。 

 

２．承認の効果 

外国判決の承認に関しては自動承認の原則が規定され，執行に関しては，裁判所の執行

判決を要するものとされる（３４３条４，５項）。承認された外国判決は，ベトナムの判決

と同一の効力を有する（３４６条１項）。いわゆる等置説によるものであろう。仲裁判断も

外国判決と同様に，ベトナムの判決と同様の効力が認められる（３４６条２項）。 

外国判決の承認・執行に関して裁判された場合，その結果は，ベトナム司法省を通じ

て，判決国裁判所，関係人・機関に対して通知がなされる（３４７条）。我が国の知らな

い制度であるが，我が国の立場からするならば，相互の保証（日本民事訴訟法１１８条４

号）の存否を知る重要な手がかりとなりえるであろう。 

ベトナムにおける外国判決又は仲裁判断の実効性を確保するため，執行によって取得さ

れた資金及び財産の外国への送金・送付が保障されている（３４８条）。為替管理にも関係

する規定であり，通常，民事訴訟法には見られない規定である。経済開放政策との関係が

看取されよう。 

 

３．不承認の申立て 

当事者その他の利害関係人は，外国判決が送達されて後，３０日以内に，外国判決不承

認の申立てをすることができる（３６０条１項）。 

（１）不承認の申立ては，書面によるが，証拠書類が添付されなければならず，外国語の

書面には公証又は認証されたベトナム語訳が付されていなければならない（３６１条）。 

（２）不承認の申立ては合議体によって審理される。不承認申立てに関する審理は，承認・

執行の申立てに準じて行われる（３６２条１項）。 

 

４．承認・執行の手続 

（１）承認・執行の申立書は，司法省に提出されなければならない（３５０条１項）。申立

てに際しては，法源となる条約又はベトナムでの執行が明記されている場合を除いて，

執行債務者への判決の送達に関する書類が添付されなければならない（３５１条１項）。

欠席判決にあっては，執行債務者が適法に期日の呼び出しを受けたことに関する書面が

必要とされる（同項２文）。 

（２）司法省は，申立書を受理した後７日以内に管轄裁判所に事件記録を送付する（３５２
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条）。事件記録を受け取った裁判所は，７営業日以内に，検察院に通知をしなければな

らない（３５３条１項）。事件記録は，期日の１５日より以前に検察院に送付される（３

５４条２項）。裁判所は，釈明権を有するが，司法省を通じて釈明は行われる（３５３

条２項）。 

（３）裁判所が申立書を受け取ってから４か月以内に，期日開始決定がなされ，開始決定

の日から１か月以内に期日は開かれる（３５４条１項ｃ号，２項）。 

審理は，３人の合議体で審理される（３５５条１項）。検察官の期日への出席が必要

であり，検察官が欠席した場合，期日は延期される（同条２項）。債務者の出頭も必要

とされ，欠席した場合には期日が延期される（同条３項）。但し，債務者が反対の申立

書を提出するか，２回の召喚を受けたにもかかわらず欠席した場合には，債務者欠席に

もかかわらず，期日が開かれる。 

（４）実質再審査は禁止され，承認執行の要件のみが検討される（３５５条４項）。 

 

５．承認拒絶事由 

承認拒絶事由に関しては，民事訴訟法３５６条に規定されている。 

① 判決国において有効な判決であること。 

② 債務者が期日の呼出しを受けず，期日に欠席したこと。 

③ ベトナム裁判所の専属管轄に属しないこと。 

④ 同一事件に関してベトナム裁判所の判決があるか，又は，ベトナム裁判所が承認し

た判決が存在すること。 

⑤ 執行期間の渡過 

⑥ ベトナム法の基本原則に反しないこと 

我が国の外国判決の承認拒絶事由（日本民事訴訟法１１８条）と対比してみた場合，①

は確定判決要件（日本民訴法１１８条柱書）に，②は敗訴当事者の手続保障（同２号）に，

⑥は公序（同３号）に相当する。 

（１）承認管轄 

③は，国際裁判管轄を承認要件とする規定であり，我が国民事訴訟法１１８条１号に

相当する規定であるが，内容は相当に異なっている。すなわち，ベトナムでは，ベトナ

ム裁判所の「専属管轄」が認められる事件に関してのみ承認が拒否されるのである。ベ

トナム裁判所の専属管轄に関しては，民事訴訟法４１１条が列挙する。したがって，

４１１条が規定する以外の事件に関して，国際裁判管轄を有しない国の裁判所が下し

た判決もまた承認を拒否することができなくなり，外国の過剰管轄に応対できないこと

になろう。この点に関しては，６号に手続公序を読み込み，承認管轄が認められない国

の裁判所の判決は手続公序に反するものとして承認を拒否するなどの解釈的努力が必

要となろう。 

（２）公序 

６号は，我が国の公序に相当する承認拒絶事由である。しかし，文言から見た限り，

本号が実体的公序に限られるのか，いわゆる手続的公序をも含むのかは明らかではな



 ICD NEWS  第21号（2005. 5） 97 

い。後者も含むと解釈されるべきであろう。 

（３）相互の保証 

我が国民事訴訟法は，承認拒絶事由のひとつに相互の保証の欠如を規定する（日本民

訴法１１８条４号）。ベトナム民事訴訟法には，相互性を要件とする規定はない。ベト

ナムにおいては，「相互性」が承認を積極的に根拠づける原理として理解されており

（３４３条３項），相互性の理解それ自体に問題が残されている。 

（４）執行期間 

我が国では，保全命令に関しては２週間の執行期間を規定する（日本民事保全法４３

条２項）が，民事執行法は判決の執行期間を知らない。ベトナムでは，３年の執行期間

が定められており（３８３条），外国判決の執行についても，３年以内に執行が申立て

られなければならないことになる（３５６条５号）。 

（５）判決の抵触 

判決の抵触を承認拒絶事由に数える４号も特徴的である。我が国では，解釈によって

同様の結論を導く見解と既判力抵触の一般論によるべきとの見解に分かれている。ベ

トナムは，立法的に解決したものと評価できる。 

 

６．決定の送付と控訴 

（１）承認・執行に関する決定は，直ちに当事者及び検察院に送付される（３５７条）。外

国所在の当事者に対しては司法省を通じて送付される。 

（２）利害関係人は，決定から１５日の間は控訴することができる（３５８条１項）。検察

院及び最高人民検察院は，決定から１５日（検察院）又は３０日（最高人民検察院）の

間に異議を申し立てることができる（３５８条２項）。 

 

７．手続の終結 

申立人による取下げ，債務者の任意履行，債務者が死亡した場合に債務が相続されな

かった場合，債務者の解散，破産の場合には，承認手続は終了する（３５４条１項）。取下

げは問題がないが，債務の任意履行など実体的理由によって承認手続が終結することは問

題があろう。債務者の破産の場合については，破産法で手当がなされることになるのであ

ろうか。 

また，司法省が管轄違いの裁判所に事件を送付した場合，事件は司法省に返送される（同

条２項）。 

 

８．外国仲裁判断の承認・執行 

外国仲裁判断の承認・執行に関して，第２９章が規定する（３６４条～３７４条）。 

（１）手続 

外国仲裁判断の承認・執行手続は，外国判決の承認・執行手続と大略同様である

（３６４条～３６９条，３７１条～３７３条）。但し，検察院の通知期間が３営業日以

内とされ（３６７条１項），期日開催決定までの期間が２か月とされる（３６８条）な



98 

ど，全体的に期間が短縮されている。 

（２）承認・執行拒否事由 

外国仲裁判断の承認・執行拒否事由が，３７０条に列挙されている。 

a ） 当事者の無能力 

b ） 有効な仲裁合意 

c ） 債務者の手続保障 

d ） 仲裁付託 

dd）適法な手続 

e ） 有効な仲裁判断 

g ） 仲裁判断が取り消されたこと 

以上が，承認・執行拒絶事由である。 

さらに，２項 a）ベトナム法による仲裁適格性及び b）ベトナム法の原則に反しない

ことが認められた場合，承認・執行はされないことが規定されている。 

以上の承認・執行拒絶事由は，UNCTRAL モデル法３６条の規定内容と等しく，規定

の形式もほぼ同じである。 

（３）承認・執行の停止・決定の取消し 

外国仲裁判断の承認・執行に関しては，外国判決の承認・執行にはない規律として，

承認・執行決定の破棄の制度がある（３７４条）。 

民事判決執行機関の長は，外国の管轄裁判所において仲裁判断の取消しを審理してい

る旨の書面が司法省から提出された場合，外国仲裁判断の執行を停止する。停止決定は，

承認を許可した裁判所に送付される。債権者の申立てにより，執行機関の長は，執行を

続行することができるが，その際，必要な担保の提供を命じることができる。 

承認・執行を許可した裁判所は，外国の管轄裁判所によって仲裁判断が取り消された

旨の書面を司法省から受け取った場合には，承認・執行の決定を取り消し，判決執行機

関に取消決定を送付する。決定を受け取った執行機関の長は，執行を停止する。 

（４）若干の検討 

仲裁に関しては，UNCTRAL モデル法が国際標準を形成しつつある。国際仲裁の承

認・執行要件については，モデル法を受容したと評価できる。問題としては，国際仲裁

と国内仲裁の規律の相違であり，仲裁法がモデル法と相当程度乖離している点である。

民事訴訟法と仲裁法の規律対象あるいは棲み分けの問題でもあり，将来の改正をも視

野に入れた検討が必要とされよう。 

 

 

第７部 裁判所の民事判決又は決定の執行 

第７部には，民事判決及び決定（以下，特に断らない限り，「判決」の語を判決と決定の両

者を包含した意味で用いる。）の執行に関する手続規定が置かれている。条文数もわずか９箇

条にとどまり，必要な規定を欠いていることは明白である。民事訴訟法の規定のみでは実務

に耐えられず，解釈・理論や運用に委ねられた部分が少なくないことになる。 
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判決の執行に関しては，現在ベトナムにおいて，民事及び刑事双方の判決を統合した形で

の「判決執行法」の制定が企図されている。民事と刑事判決双方の執行を一つの法律にまと

めるという立法形式の当否は当面のところ措くとして，新たな立法が急がれなければならな

いであろう。詳細な規定は，民事（判決）執行法の制定を待って，ベトナムの執行法制が確

立されることになろう。例えば企業家が安心して資本を投下するためには，安定した民事執

行制度は不可欠であり，近代的民事執行制度なしに外国企業の誘致は考えられない。ベトナ

ムが継続的かつ安定した経済発展を遂げるためには，重要な課題である。 

 

１．債務名義と執行文 

（１）債務名義となる判決 

執行の基礎となる判決は，確定判決であり，a）控訴の提起されていない第一審裁判

所の判決，b）控訴審裁判所の判決，c）監督審決定及び再審決定，d）執行許可決定の

付された外国判決である。また，未確定の状態であっても，扶養，報酬，再雇用された

労働者の賃金・退職金，社会保険及び身体・生命の棄損若しくは精神的損害に対する損

害賠償の判決は，執行することができる。我が国でいう仮執行宣言付き判決に数えられ

ようが，一部の判決が限定的に列挙され，かつ，当然に仮執行が許される点において特

徴的である。また，保全命令も執行され得る（３７５条）。 

以上の６種類の判決がベトナムにおける債務名義とされる。 

（２）債権者は，債権の任意の履行を受けられない場合，執行機関から債務名義となる判

決に判決執行決定を得た上で，執行機関に対して執行を申し立てる（３７７条）。我が

国の執行文に相当する制度であろう。 

（３）我が国も債務名義と執行文という構成を採る。しかし，債務名義の執行力に対する

不服申立て方法は，明確でない。残された課題である。 

 

２．執行機関 

執行機関についての規定は，民事訴訟法の中には見られない。執行共助機関として，人

民委員会の委員長が関係機関の調整を指揮し，軍区の司令官が関係機関の調整を行い，治

安当局が秩序維持，執行妨害に対処する責任を負う（３７８条）。また，人民検察院は，適

時かつ適法な執行を保障すべく，検察する（３７９条）。 

 

３．執行手続 

（１）判決裁判所は，債権者及び債務者に対して，「執行のために」との表題を付した判決

（謄本）を交付する（３８０条前段）。また，裁判所は，当事者に執行期限や関係法令

について説明しなければならない（同条後段）。 

（２）確定判決は，３０日以内に執行機関に送付されなければならない（３８１条２項）。

仮執行付判決については判決が効力を生じたときから１０日以内に，保全命令につい

ては直ちに，執行機関に対して，判決又は決定を送付する（同条１項）。 

判決の送付に際して，裁判所は，証拠物や仮差押えの記録等を添付する（同条３項）。 
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（３）当事者及び関係人は，裁判所に，判決の不明確な点についての説明を求めることが

できる。この申立ては書面によることを要する。裁判所は，１５日以内に説明書を作成

し，申立人，関係人及び検察院に送付する（３８２条１項）。 

 

４．執行期間 

（１）債権者は，判決が効力を生じてから３年間，執行決定の申立てをすることができる

（３８３条１項）。将来請求に関しては，３年の期間は，履行期から算定される。 

（２）本条の執行期間は「申立時効」期間と捉えられている。 

 

 

第９部 渉外的要素を含む民事事件及び非訟事件の解決手続における司法共助 

第９部は，総則規定である第３４章，国際裁判管轄に関して規定する第３５章と司法共助

に関する規定である第３６章の３つの章から構成されている。 

 

１．総則規定 

（１）渉外訴訟―第９部の適用範囲 

第９部の規定は，通常の民事訴訟事件（以下では，特に断らない限り，訴訟事件と非

訟事件の双方を包含する意味で「訴訟事件」との用語を使用する。）に対する特則とし

て，渉外的民事訴訟事件について適用される。 

渉外民事訴訟事件とは，①当事者のうち少なくとも１人が外国人である訴訟事件，②

準拠法が外国法であるか法律関係を変動させる事実が外国で生じた訴訟事件，及び，③

関連する財産が国外に所在する訴訟事件と定義されている（４０５条）。主体，客体又

は準拠法のいずれかに渉外的要素が認められる場合を指すのであろう。 

（２）外国人の地位 

ⅰ）外国人は，相互主義のもと，ベトナム人と同様の権利が認められる（４０６条）。相

互性の留保の下で，内外国人平等の原則を規定する。 

ⅱ）権利能力及び訴訟能力については，ベトナム国籍又はベトナムに住所若しくは就業

場所（以下「住所等」という。）を有する場合にはベトナム法が，外国籍を有するもの

は本国法が，無国籍者については居住地又は就業地の法が，準拠法となる（４０７条

１項 a 号，b 号）。重国籍者については，住所地法が準拠法となる（同 c 号）。また，

準拠法上，無能力者であっても，ベトナム法によれば訴訟能力者とされる場合には，

訴訟能力者と扱われる（同条２項）。ベトナムでは，１８歳以上の者が訴訟能力者とさ

れており（５７条），我が国では未成年者も訴訟能力者と扱われることがある。以上の

規定内容は，我が国の民事訴訟法の規定と大きくは異ならない（日本民事訴訟法３３

条）。我が国におけると同様に，ベトナム民事訴訟法に関しても，訴訟能力の準拠法が

外国法である場合，当該外国法の訴訟能力に関する規定によるのか，行為能力の規定

によるのかについては，明文規定がなく，解釈論に委ねられた問題となろう。もっと

も，ベトナム民事訴訟法で注意すべきは，４０７条１項 d 号の規定である。すなわち，
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同号は「民事手続行為がベトナム領土内で行われる場合はベトナム法に従う」と規定

するため，ほとんどは，ベトナム法が準拠法となる。この帰結は，文理解釈に忠実で

あるが，果たして立法者の意図した結果であろうか。実務の運用を見守りたい。 

ⅲ）なお，団体の権利能力については，設立準拠法主義による（４０８条）。 

（３）国際裁判管轄 

ⅰ）ベトナム裁判所の国際裁判管轄の有無は，第３５章に特別の規定がない限り，第３

章の規定による。ドイツ式の二重機能論を立法的に採用するものと評価できよう。も

っとも，第３章のうち国際裁判管轄の有無を決する際に使用することができるのは，

土地管轄に関する第３５，３６条のみである。 

訴訟事件に関しては，被告がベトナムに住所等又は本店を有している場合（３５条

１項 a 号），原告がベトナムに住所等又は本店を有しており，ベトナム裁判所を合意管

轄裁判所とした場合（b 号）及びベトナム領土内の不動産関係訴訟である場合（c 号）

に，ベトナムの国際裁判管轄が認められる。また，非訟事件に関しては，無能力また

は制限能力の宣言，捜索通知の発付，失踪宣告等について，本人（申立てられた人）

がベトナムに住所等を有する場合に，ベトナムの国際裁判管轄権が肯定される（３５

条２項 a～c 号）。また，外国判決及び仲裁判断の承認・執行については，債務者がベ

トナムに住所等を有している場合に，不承認の申立てについては申立人がベトナムに

住所等または本店を有する場合に，ベトナム裁判所の管轄権が肯定される（d～e 号）。

ベトナムに登録がある婚姻解消，離婚に伴う監護・財産分与や未成年者に対する面接

交渉権制限の申立てについては当事者の１人がベトナムに住所等を有する場合，離婚

後の親権者変更については申立人がベトナムに住所等を有する場合，養子縁組の解消

は養子がベトナムに住所等を有する場合に，それぞれベトナムに国際裁判管轄権が認

められる（g 号～m 号）。 

民事，婚姻関係事件，商事関係事件及び労働関係事件については，原告が被告の住

所地等を知らない場合には被告の最後の住所地等に，支店の経営に関する紛争の場合

には，被告の最後の住所地又は財産所在地がベトナムであるならば，原告はベトナム

裁判所に訴えを提起することができる（３６条１項 a，b）。①扶養に関する事件（c

号），②契約外の損害賠償事件（d 号），③労働関係事件（dd 号）に関しては，原告の

住所等がベトナムにある場合，ベトナム裁判所の管轄権が認められる。また，契約事

件に関しては，履行地管轄の規定がある（g 号）。 

文理解釈からするならば，主観的併合事件においては，被告のいずれかがベトナム

に住所等又は本店を有する場合には，ベトナムの国際裁判管轄権が認められることに

なる（同h 号）。立法者がこの点を意識していたのかは明らかでないが，主観的併合事

件の国際裁判管轄に関する我が国での議論は周知のとおり分かれており，ベトナムに

おいて何らかの制限的解釈が行われる可能性も否定できない。将来の運用及び解釈が

注目される。 

非訟事件に関しては，申立人がベトナムに住所等を有する場合に原則としてベトナ

ム裁判所の管轄権が認められているが（同条２号 a，b 号），未成年者の親権又は面接
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交渉権の制限に関する事件については，子の住所がベトナムにある場合に，ベトナム

の国際裁判管轄権が認められることになる（同項 c 号）。 

ⅱ）訴訟事件及び非訟事件に関して，第３５章に国際裁判管轄権に関する特則が置かれ

ている。 

外国会社等がベトナムに本店を有する場合のほか，被告がベトナムに経営代理店又

は支店，代表事務所を有する場合にもベトナムに国際裁判管轄権が認められる（４１０

条２項 a 号）。アメリカの doing business に基づく jurisdiction に類似した規定である。

過剰管轄をもたらす可能性もあり，ベトナムでの運用及び解釈の展開は興味深い。 

外国人の被告がベトナムに永住する場合に，ベトナムの国際裁判管轄が認められる

ことが規定されている（b 号）。本号を文理解釈すると，ベトナムに国際裁判管轄権が

認められる要件として，被告の住所がベトナムにあるだけでなく，その住所が永住の

ための住所でなければならないものとされよう。しかし，解釈論としては，本号は被

告住所地管轄を規定するものとすべきであり，要件を過重して捉えるべきではなかろう。 

扶養及び認知請求については，原告の住所地がベトナムにある場合に，ベトナムの

国際裁判管轄権が肯定される（c 号）。 

また，ベトナム法を準拠法とする場合（d 号），及び，準拠法が外国法であっても当

事者全員がベトナム国籍を有し，原告ないし被告がベトナムに住所等を有する場合

（dd 号）にもまた，ベトナムの国際裁判管轄が認められている。これらの管轄原因は，

いわゆる過剰管轄と受け取られるおそれが高く，この規定に基づいて管轄権を行使し，

下されたベトナムの判決は外国で承認されない可能性が高いであろう。離婚事件にお

いて原告又は被告がベトナム国籍である場合のベトナムの国際裁判管轄権（g 号）に

基づいて下された判決もまた，外国での承認が危ぶまれる。 

履行地管轄（e 号）も第３５条と重ねて規定されている。 

ⅲ）第４１１条は，ベトナム裁判所の専属管轄を規定する。本条は，審理管轄（一般的・

直接管轄）の根拠規定としてより，承認管轄（間接管轄）を制限する点において，よ

り重要な意味を持つ規定である。 

ベトナム領土内の不動産関係事件（１項 a 号），ベトナムに本店を有する運送業者の

運送契約から生じる事件（b 号）及び当事者がベトナムに住所等を有するベトナム人

と外国人の間での離婚事件（c 号）が規定されている。我が国では，争いはあるもの

の，不動産関係事件に関する専属管轄を肯定する見解があり，a 号の規定は立法論と

してはあり得る選択である。しかし，b 及び c 号に関しては，専属管轄とした点に問

題があろう。ベトナム社会の特殊な事情・背景に基づくものと思われ，即断はできな

いが，将来の改正課題のひとつとなるであろう。 

第４１１条２項は，次の５つの非訟事件に関する専属管轄を規定する。ベトナムで

発生した法律効果の前提事実の確定（a 号），外国人がベトナムに居住する場合の行為

能力喪失及び制限に関する事件（b 号），ベトナムに居住していた外国人の失踪及び死

亡宣告事件（c 号），ベトナム人の失踪及び死亡宣告事件で，申立人が外国人である場

合（d 号），ベトナム所在の財産の放棄及びベトナム領土内の不動産が放棄された場合
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に現実の管理者に所有権を付与する事件（dd 号）である。c 号は，ベトナムにおける

権利・義務に関わる限度で専属管轄が認められ，d 号に関しても当該外国人の権利義

務に関わる限度に制限されている。 

条文の規定振りからすると，本条の専属管轄は，限定列挙であるものと解するのが

素直であろう。しかし，このような解釈は，専属管轄に関する基本姿勢を失い，偏っ

た結果につながるおそれもある。例えば非訟事件について，外国人の失踪・死亡宣告

について，一定の範囲で制限する形での専属管轄を規定する一方で，ベトナム国民に

対する失踪・死亡宣告に関しては，申立人が外国人である場合に，当該外国人の権利

義務に関わる限度で専属管轄を認めている。それゆえ，この２類型以外の非訟事件は，

ベトナムの専属管轄が認められないとするのであるならば，ベトナム国民に対して，

ベトナム人が失踪又は死亡宣告を申立てた場合，ベトナムには専属管轄権が認められ

ないことになる。理論的に観ても，c，d 号がこれらの事件に関して限定的に，専属管

轄を規定する実質的根拠は不明確である。この問題は，ベトナムにおける「専属管轄」

概念の混乱に起因するのではなかろうか。ベトナムの立法担当者等とのセミナー等を

通じた回答から忖度するに，ベトナムの理解によると，ベトナム国民に対する死亡宣

告，失踪宣告事件等に関しては，ベトナムの国際裁判管轄権が認められ（３５条），

それは当然に専属管轄となる，と解釈されているようである。したがって，第４１１

条２項は，ベトナム裁判所の直接管轄権を拡大する点に意味があることになる。この

推論が正しいのであるならば，誤解がないように，早期に立法的解決が図られるべき

であろう。 

（４）管轄恒定 

ベトナム裁判所が事件を受理した後に，管轄の変動を生じる事実が発生した場合にも，

ベトナム裁判所の管轄権は影響されない（４１２条）。国際裁判管轄についても管轄恒

定を肯定するのである。ドイツや我が国の通説的見解によると，国際裁判管轄に関する

判断の基準時は口頭弁論終結時であり，管轄恒定は認められておらず，ベトナムの規定

は，これらと対照的であり，特徴的である。 

（５）訴訟競合 

ⅰ）ベトナム裁判所が，外国裁判所において既に判決等を下している事件を受理した場

合に，条約に基づいて，訴状もしくは申立書が返却されるか，又は，事件解決が中止

される（４１３条１項）。訴え又は申立てを却下する意味であろう。一見したところ，

外国判決等の自動承認に基づく既判力による処理とみることもできるが，条約の根拠を

必要とする点において制限的であり，本項が適用される場面はほとんどないであろう。 

ⅱ）同一事件について，外国裁判所が既に事件を受理していた場合，外国判決等を承認・

執行することを要件として，訴状若しくは申立書の返却又は事件解決の中止をする

（同条２項）。国際二重起訴に関する規律であり，いわゆる承認予測説を採用したも

のと理解できる。しかし，承認・執行に関する解釈問題とも関係することから，問題

は複雑になる。例えば我が国裁判所で同一事件に関して先に訴訟係属が生じた場合に，

本項によって，ベトナムの裁判所が訴えを却下するのか否かは，予断を許さない。我が
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国とベトナムの間には，判決等の承認・執行に関する２国間・多国間の条約はなく，ベ

トナム判決を承認・執行する実務慣行が定着しているとも断言できない状況にあって，

ベトナムが我が国に「相互の保証」があるものと判断するとは限らないからである。 

 

３．司法共助 

（１）法源 

司法共助は，条約及びベトナム法に従い，国家相互の独立，礼譲，内政不干渉，及び

平等・相互性の原則に基づいて実施される（４１４条１項）。国際法上も当然の原則を

宣言した規定である。 

（２）条約がない国との間での司法共助は，「相互主義」に基づいて実施される（４１４条

２項）。ベトナムにおける相互性の理解は，一般に理解されているような消極的・抑制

的原理ではない。むしろ，相手国がベトナムに対して協力する場合の積極的・協力的原

理である。ベトナムの理解によれば，例えば外国がベトナム判決を承認・執行するなら

ば，「相互主義に基づいて」，ベトナムもまた当該外国の判決を承認するものとされる。

本項の「相互主義」もまた同様に理解されているのであろう。したがって，ベトナム裁

判所は，外国裁判所がベトナム裁判所に対して実施されるのと同じ内容・程度の協力を

行うべきことになる。 

ベトナムにおいては，相互主義という言葉の使い方が，我が国をはじめとする一般的

な理解と異なっており，外国からは理解しにくい規定となる。誤解されないように，規

定の整備が行われるべきであろう。将来の課題である。 
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